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播磨町行政改革実施計画 記載例

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成30年度取組状況 効果額 実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額 実施
状況

実施 実施

500 500
実施 検討 実施

500 500 500 500 500 500
検討 検討

×
200 200 200

推進 推進

400 440 480 520 560 420 450 485 530 540

検討 検討

4

500 1

500 2

2

4

2

2

530 3

1

町ホームページでバナー広
告を拡大し、町独自財源の
確保を図る。

○○Ｇ

○○事業を平成30年度に廃
止。

平成29年度に廃止する予定であっ
た○○事業を検討の結果、平成30
年度から実施で決定した。

△△団体と補助金の見直しに
ついて協議を実施した。

平成27年度に検討組織を立ち上
げ、継続検討を行っている。

ホームページでのバナー広告を新
規開拓し、昨年度より歳入を増や
すことができた。（530千円）

○○Ｇ

○○Ｇ

○○Ｇ 500

○○事業を平成30年度に廃
止。

平成29年度に廃止する予定であっ
た○○事業を検討の結果、平成30
年度から実施で決定した。
平成30年度に△△団体との協議を
行った結果、従前どおり団体補助
を行う。

平成27年度に検討組織を立ち上
げ、継続検討を行っている。

540 3
ホームページでのバナー広告
を新規開拓し、昨年度より歳
入を増やすことができた。

令和元年度末評価（見込）
実施部署№ 取組項目 取組目標 取組内容

平成30年度末評価

1
事務事業等の再編
・整理、廃止・統合

扶助費の見直し
○○事業は事業効果が薄く、
類似事業を行っているため廃
止する。

500

△△団体に行っている団体補
助金を事業補助金に見直しを
行う。

3 〃
○○補助金の
見直し

2 〃 ○○の見直し 〃

5
適正な組織体制の
構築

○○の見直し
第４次総合計画に合わせたス
リムで効率的な組織について
検討を行う。

○○Ｇ

4 財政健全化の推進 広告事業の拡大

8

6

7

9

10

年度毎に評価を行い、目標に対する
進捗状況を記載します。行革区分

実線…実施・推進
点線…検討
×……実施断念・終了
青字…計画値
黒字…実績値

１ 計画どおり実施又は検討が完了したもの、前倒
しで完了したものも含む

２ 当初の計画を一部変更し、実施又は検討を終了
したもの

３ 当初計画どおり、検討中、又は実施に向けて
準備中のもの及び推進中のもの

４ 当初の計画を一部変更し、実施又は検討中の
もの及び推進中のもの

５ 計画どおり実施又は検討ができていないもの
※４は特別な事情（外部要因等）により計画が遅延
しているものを想定しています。既に実施又は推
進しているはずのものが、検討中又は準備中の場
合は、「５」になります。取組み状況にその理由
を記載してください。

記載例



(１）　事務事業等の再編・整理、廃止・統合
平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

実施 実施

△30%

実施 実施

検討 検討

検討 実施 実施

3

3

3

両面印刷、両面コピー及び印刷部数が多
いものについてはリソグラフの使用によ
り、必要最低限の使用に努めている。
また、内部会議においては、大型モニ
ターを活用し、紙の削減に努めている。
資料の作成については、縮小印刷やレイ
アウトの工夫に取り組み、電子情報につ
いては、極力電子データにて保存・確認
をし、印刷については必要最小限に努め
ている。

3

（保険年金G）
子育て支援対策としてのこども医療費助
成について、平成27年7月から所得制限な
しで無料化を行っている。令和元年度も
引き続き無料化を実施。

（すこやか環境G）
生まれる前からの支援である妊婦健康診
査費、一般不妊治療費及び県事業の上乗
せで実施している特定不妊治療費助成事
業並びに妊娠期への支援であるはりまこ
うのとりタクシー助成事業については、
町の少子化対策事業であるため、広報に
努め利用促進を図る。

（福祉G）
障害福祉サービスの充実に伴い、「播磨
町心身障害者福祉年金」について、令和
２年３月の支給をもって廃止することを
決定した。

3

(住民G)
公共施設の優先度・管理コスト・住民利
用率の状況から「播磨ふれあいの家」の
運営を現在の指定管理者の管理期間が満
了する令和元年度末をもって終了するこ
ととした。
兵庫県市町交通災害共済組合が実施して
いる交通災害共済事業については、行政
が実施する交通災害共済事業として一定
の役割は終えたとの判断から令和元年度
を加入募集の最終年度とし、令和2年度か
らの2年間については、見舞金支給のみの
事務とすることとなった。

（土木G）
【公園事業】
　都市公園については、利用者数の目標
は設けていない。町民に大いに利用され
る公園をめざす。また、公園施設の老朽
化が進み維持管理費用が上昇するなか、
適切な管理運営を目指して取り組んでい
る。
　望海公園の整備について、ストック再
編事業により第2期分として発注済み。
【漁港事業】
　阿閇漁港フィッシャリーナについて
は、収容規模100％を目標とし、指定管理
者と共に施設の良好な維持管理及び利用
者の満足度向上に取り組んでいる。
　今後、阿閇漁港については、機能保全
計画策定に伴い順次修繕を行っていく。

（すこやか環境G）
健康いきいきセンターの今後の施設の在
り方について庁内での検討により指定管
理期間が５年から３年になったことで、
公の施設の本来の目的を果たすため指定
管理者制度の見直しも含めて引き続き検
討を行う。

（福祉G）
福祉会館の指定管理制度の見直しを含め
て、今後の有効活用を検討するために、
令和２年度からの直営化を決定した。

（生涯学習G）
毎月、施設管理者合同の連絡調整会議を
開催し、利用促進や適性管理について意
見交換を行っている。共催事業や共同で
の情報発信を行った。

3

（保険年金G）
子育て支援対策としてのこども医療費助
成については、平成27年7月から所得制限
なしで無料化を行っている。平成29年度
も引き続き無料化を実施。

（すこやか環境G）
生まれる前からの支援である一般不妊治
療費及び特定不妊治療費助成事業並びに
妊娠期への支援であるはりまこうのとり
タクシー助成事業については、必要な方
への助成であり、適切な額に努めた。

（福祉G）
障害福祉サービス費と性質の似通った町
単独の扶助費について、近隣市町の動向
を参考に今後必要なものについて見極め
ながら、現状に見合った見直しを検討。

3

（福祉G）
福祉会館の改修を機会にして、今後の有
効活用や指定管理制度の見直しなどの検
討を行い、平成31年度中に方向性を決定
することとした。

（すこやか環境G）
健康いきいきセンターでは、利用促進、
利便性向上のため駐輪場を増設した。ま
た、平成31年度よりの指定管理期間を3年
に短縮し、今後の施設の在り方について
庁内で検討を行った。

（土木G）
都市公園については利用者数の目標は設
けていないが、町民に大いに利用される
公園をめざす。また、公園施設の老朽化
が進み維持管理費用が上昇するなか、適
切な管理運営を目指して取り組んだ。
阿閇漁港フィッシャリーナについては、
収容規模100％を目標とし、指定管理者と
共に施設の良好な維持管理及び利用者の
満足度向上に取り組んだ。

（生涯学習G）
毎月、施設管理者合同の連絡調整会議を
開催し、利用促進や適性管理について意
見交換を行った。共催事業や共同での情
報発信が進められた。利用率については
導入の準備を進めた。

(住民G)
公共施設の優先度・管理コスト・住民利
用率の状況から「播磨ふれあいの家」の
運営を現在の指定管理者の管理期間が満
了する平成31年度末をもって終了するこ
ととした。

（総務Ｇ）
公共施設等総合管理計画の個別計画の作
成に向け、改修費用や財源の検討に取り
組んだ。

3

（福祉G）
福祉会館については、子どもから高齢者
まで幅広い世代が活用できる施設として
検討した。

（すこやか環境G）
健康いきいきセンターでは、目標利用者
数を21万5千人とかかげ、自主事業などを
積極的に実施することにより、目標達成
に取り組んだ。

（土木G）
都市公園については利用者数の目標は設
けていないが、諸費用が上昇して施設の
老朽化のなか、町民に大いに利用される
公園をめざし、指定管理者と協議を行い
ながら経費の削減、低減及び改善に取り
組んだ。
阿閇漁港フィッシャリーナについては、
収容規模100％を目標とし施設の良好な維
持管理及び利用者の満足度向上に取り組
んだ。

（生涯学習G）
毎月施設連絡調整会議を開催し、利用促
進や適正管理について意見交換を行っ
た。共催事業や、共同での情報発信が進
められた。
利用率については、平成31年度の新契約
期間から導入することとし、平成30年度
の公募時に条件として提示できるよう準
備を進めた。

3

（保険年金G）
子育て支援対策としてのこども医療費助
成については、平成27年7月から所得制限
なしで無料化を行っている。平成28年度
も引き続き無料化を実施。

（すこやか環境G）
子育て支援対策として、平成28年度より
一般不妊治療費の助成、不育症治療費の
助成、はりまこうのとりタクシー事業を
実施。また、妊婦健康診査に係る助成、
特定不妊治療に係る助成を引き続き実施
しているが、他の実施市町と比較しても
適切な額と考える。

3

　
両面印刷、両面コピー及び印刷部数が多
いものについてはリソグラフの使用によ
り、必要最低限の使用に努めた。
また、内部資料の作成については、縮小
印刷やレイアウトの工夫に取り組み、電
子情報については、極力電子で保存・確
認をし、印刷については必要最小限に努
めた。

3

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）

1 事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

印刷用紙の使用量
の抑制

両面コピー・両面印刷等の
徹底を行い、必要最低限の
使用に努める。

全部署

№
取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

両面印刷、両面コピー及びリソグラフの
使用により、必要最低限の使用に努め
た。また、レイアウトを工夫したり、電
子情報の印刷については必要最小限に努
めた。

3

2 事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

扶助費の見直し 町独自の給付などの扶助費
を受益と負担の関係から見
直しを行う。

関係
部署

3 公共施設の利用率の目標を
設定し、指定管理者と協力
しながら、目標達成に向け
た取組みを行うとともに、
運営方法についても見直し
を行う。

公共施設の利用促
進と運営方法の見
直し

事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

（福祉G）
指定管理者と協力しながら、現利用者数
を維持するとともに、イベント等の周知
を徹底した。

（すこやか環境G）
健康いきいきセンターでは、目標利用者
数を21万人とかかげ、自主事業などを積
極的に実施することにより、目標達成に
取り組んだ。

（土木G）
都市公園については利用者数の目標は設
けていないが、諸費用が上昇して施設の
老朽化のなか、町民に大いに利用される
公園をめざし、指定管理者と協議を行い
ながら経費の削減、低減及び改善に取り
組んだ。阿閇漁港フィッシャリーナにつ
いては、収容規模100％を目標とし施設の
良好な維持管理及び利用者の満足度向上
に取り組んだ。

（生涯学習G）
利用促進については、毎月施設管理者合
同の連絡協議会を実施し、意見交換を
行った。その中で新たな取り組みや、連
携事業が生まれた。

（保険年金G）
子育て支援対策として、平成27年度にこ
ども医療費助成の見直しを実施。

（すこやか環境G）
平成27年度に妊婦健康診査に係る助成に
ついて拡充を行った。また、特定不妊治
療に係る助成については、県の助成事業
に上乗せを実施しているが、他の実施市
町と比較しても適切な額と考える。

（保険年金G）
子育て支援対策としてのこども医療費助
成については、平成27年7月から所得制限
なしで無料化を行っている。平成30年度
も引き続き無料化を実施。

（すこやか環境G）
生まれる前からの支援である一般不妊治
療費及び特定不妊治療費助成事業並びに
妊娠期への支援であるはりまこうのとり
タクシー助成事業については、必要な方
への助成であり、適切な額に努めた。

（福祉G）
障害福祉サービス費と性質の似通った町
単独の扶助費について検討を重ねたが、
改正時期など決定に至らず、引き続き見
直しを進めることとした。

両面印刷、両面コピー及び印刷部数が多
いものについてはリソグラフの使用によ
り、必要最低限の使用に努めた。
また、内部会議においては、大型モニ
ターを活用し、紙の削減に努めた。
資料の作成については、縮小印刷やレイ
アウトの工夫に取り組み、電子情報につ
いては、極力電子データにて保存・確認
をし、印刷については必要最小限に努め
た。

3

3

（福祉G）
・福祉会館の改修に伴い幅広い世代が集
えるように、キッチンスタジオの新設に
加えて、総合相談窓口も設置することに
よって、施設を最大限に活用できるよう
にした。
・福祉会館及び福祉しあわせセンターの
営利目的の使用について、住民利用を優
先するよう「使用許可取扱基準」を制定
した。

（すこやか環境G）
健康いきいきセンターでは、施設の大規
模改修に伴いプールを休館していたが、
他の自主事業に取り組むことで、利用促
進に努めた。

（土木G）
都市公園については利用者数の目標は設
けていないが、町民に大いに利用される
公園をめざす。また、公園施設の老朽化
が進み維持管理費用が上昇するなか、指
定管理者と協議を行いながら経費の削
減、低減及び改善に取り組んだ。
阿閇漁港フィッシャリーナについては、
収容規模100％を目標とし、指定管理者と
共に施設の良好な維持管理及び利用者の
満足度向上に取り組んだ。

（生涯学習G）
毎月、施設管理者合同の連絡調整会議を
開催し、利用促進や適正管理について意
見交換を行っており、共催事業や共同で
の情報発信が進められた。
利用率については、平成31年度の新契約
期間から導入することとし、平成30年度
の公募時に条件として提示できるよう準
備を進めた。

両面印刷、両面コピー及びリソグラフの
使用により、必要最低限の使用に努め
た。また、内部資料の作成時には、縮小
印刷や用紙の再利用などに取り組み、電
子情報の印刷については必要最小限に努
めた。

3

関係
部署

・施設毎の目標設定

・施設を利用しやすい環境

契約満了

1



(１）　事務事業等の再編・整理、廃止・統合
平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）
№

取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

検討 検討 検討

実施 実施 実施

4,600 124

実施 実施

公共施設の利用料等については、受益者
負担の原則により、各施設の現状調査を
行い、減免基準の見直しを行うことを決
定した。平成31年度からの新基準適用に
むけて、規則改正など準備を進めてい
く。

（上下水道G　水道事業）
平成28～29年度で経営戦略を策定する中
でアセットマネジメントを実施し、必要
な更新費用とその財源の確保について検
討。

（上下水道G　下水道事業）
下水道使用料については、平成30年4月よ
り地方公営企業法を適用後、将来安定し
た事業継続に必要な収入について検討し
経営戦略を策定した上で、見直しを検討
する。

（保険年金G）
平成30年4月に、居宅介護支援事業所の指
定・更新権限が、県から市町へ移譲され
ることに伴い、播磨町指定地域密着型
サービス事業者等の指定申請等手数料条
例の改正を平成29年度中に行った。

（福祉G）
福祉会館の営利目的使用は、住民の使用
を優先させるため、平成30年4月より通常
使用料の2倍から3倍に見直した。

すべての補助金・負担金及び使用料・手
数料について、3年毎に見直しを行ってい
る。平成28年度がその見直しの年となっ
た。

（水道G）
将来に渡り安定して事業を継続するた
め、平成28～29年度で経営戦略を策定す
る中でアセットマネジメントを実施し、
必要な更新費用とその財源の確保につい
て検討を行った。

（下水道G）
下水道使用料については、地方公営企業
法を適用した後、十分に経営分析を行
い、将来安定した事業継続に必要な収入
について検討し経営戦略を策定した上
で、播磨町下水道運営委員会の意見を尊
重し見直しを検討する。

（すこやか環境G）
し尿汲み取り手数料について平成28年4月
1日から定額制を廃止し、従量制に統一し
た。事業系一般廃棄物処理手数料の見直
しを行い、平成28年10月1日から改定を実
施した。
(4,600千円)

（教育総務G）
学校への補助金は要領を定め、内容の見
直しにより一部補助金について廃止し、
また使途を限定した補助金から需用費へ
変更し不必要な執行を防止することとし
た。

（生涯学習G）
減免基準について検討を行った。スポー
ツ施設では町外利用者が多く、公民館で
は大半が高齢者の利用であったことか
ら、改定の必要があると判断される。

34,600

3

（保険年金G）
生活支援コーディネーターについて、平
成28年10月から生活支援体制整備事業を
播磨町社会福祉協議会に委託し、生活支
援コーディネーターを配置した。平成30
年度も引き続き社協への委託を行った。

（福祉G)
増大する障害福祉サービスの認定事務に
係る調査事務について、職員の事務軽
減、時間外勤務の圧縮につながるように
任期付職員を採用し、専門的な配置を
行った。

（住民G）
戸籍届書入力作業の一部を、外部委託
（遠隔地入力支援）することを検討し
た。当町と入力センターとが専用回線
（LGWAN）で接続されるため、セキュリ
ティの安全性は確保されており、平成27
年に法務省でも認容されている事業であ
る。

（教育総務G）
学校給食施設整備検討結果を踏まえ、調
理業務委託へ移行するために、施設整備
の実施設計を行った。

（生涯学習G）
多くの事業において各種団体に補助金・
委託金を交付して実施しているが、担い
手の高齢化や人材不足などにより、事務
局として関わる負担は減少していない。
新たな担い手の発掘や、事業の必要性の
検討を今後も行っていく。

3

3

公共施設の利用料等について、町外の利
用者の減免基準を見直し、平成31年度か
らの新基準適用に向け、条例規則等改正
を行った。
また、団体への町補助金について、事業
費補助とし、補助対象事業の明確化など
の検討を行った。

（上下水道G　水道事業）
平成30年度で経営戦略を策定する中でア
セットマネジメントを実施し、必要な更
新費用とその財源の確保について検討を
行う。本年度中に老朽管の更新方針を定
め、10年間の財政収支計画を策定する。
必要があれば水道料金の見直しを検討す
る

（上下水道G　下水道事業）
平成30年4月より地方公営企業法を適用
後、将来安定した事業継続に必要な収入
について検討し経営戦略を策定した上
で、必要があれば下水道使用料の見直し
を検討する。3

（保険年金G）
生活支援コーディネーターについて、平
成28年10月から生活支援体制整備事業を
播磨町社会福祉協議会に委託し、生活支
援コーディネーターを配置した。平成29
年度も引き続き社協への委託を行った。

（教育総務G）
学校給食施設整備検討を行った結果、小
学校の給食施設改修に合わせて、給食調
理業務を順次業者委託することとなっ
た。

（生涯学習G）
多くの事業において各種団体に補助金・
委託金を交付して実施しているが、担い
手の高齢化や人材不足などにより、事務
局として関わる負担は減少していない。
新たな担い手の発掘や、事業の必要性の
検討を今後も行っていく。

町内各公共施設利用料減免基準の見直し
を実施した。（平成31年４月１日施行）

（上下水道G　水道事業）
平成31年3月に経営戦略を策定し、計画期
間の2028年までの間に水道料金の改定を
行う方針。
水道法改正（令和元年10月1日施行）に伴
い、指定給水装置工事事業者の指定の更
新制が導入されたことにより、それに伴
う更新手数料（15千円）を新設するとと
もに、指定給水装置工事事業者指定手数
料を10千円から15千円に見直しを行っ
た。

（上下水道G　下水道事業）
平成31年3月に経営戦略を策定し、計画期
間の2028年までの間、下水道使用料の改
定の必要がなく、現状の水準を維持する
方針を示している。

（生涯学習G）
補助金・負担金及び使用料、手数料につ
いて、近隣市町の動向を踏まえ、３年毎
に見直しを行う。
平成30年度をもって地域スポーツクラブ
補助金を廃止した。（124千円）

124 3

（保険年金G）
生活支援コーディネーターについて、平
成28年10月から生活支援体制整備事業を
播磨町社会福祉協議会に委託し、生活支
援コーディネーターを配置した。令和元
年度も引き続き社協への委託を行った。

（住民G）
戸籍届書入力作業の一部について、外部
委託（遠隔地入力支援）を開始した。

（議会事務局）
個人情報の取扱いついては十分な配慮を
している。
外部委託可能な業務については検討して
いるが、新たな外部委託可能な業務は見
当たらない。

（教育総務G）
令和２年度からの親子給食方式実施に向
けた調理・配送業務委託の検討を行っ
た。

（生涯学習G）
多くの事業において各種団体に補助金・
委託金を交付して実施しているが、担い
手の高齢化や人材不足などにより、事務
局として関わる負担は減少していない。
新たな担い手の発掘や、事業の必要性の
検討を今後も行っていく。

3
（住
民G
のみ
1）

関係
部署

使用料及び手数料については、定期的に
見直しを実施している。補助金について
は、適正な手続きに基づき決定されてい
る。

（水道G）
平成28年度に実施予定のアセットマネジ
メントに基づく経営分析の中で、将来的
に安定した事業継続に必要な収入につい
ての検討を実施した。

（すこやか環境G）
し尿汲み取り手数料について平成28年4月
1日から定額制を廃止し、従量制に統一す
るための条例改正を実施。

（保険年金G）
播磨町指定地域密着型サービス事業者等
の指定申請等手数料条例を制定した。

（住民G）
平成28年度から実施するマイナンバー
カードを利用した証明書コンビニ交付の
手数料について、条例改正を行った。

（税務G）
コンビニ交付手数料を新たに設定した。

(企画Ｇ）
土山駅南交流スペースのギャラリーコー
ナーの使用料について定めた。

（教育総務G）
学校への補助金は要領を定め、その適切
な執行に努めた。

（生涯学習G）
フットサルコートの使用料について、町
内既存施設や近隣類似施設の状況を勘定
し決定した。他施設については、平成28
年度中に減免基準も合わせて見直す予
定。

事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

5 業務の外部委託等
の検討

個人情報の取扱いについて
は十分配慮し、外部委託可
能な作業の洗い出しを行
う。

全部署

すべての補助金・負担金及
び使用料、手数料につい
て、近隣市町の動向を踏ま
え、３年毎に見直しを行
う。

補助金、負担金、
使用料、手数料に
ついて定期的に見
直しを行う。

事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

4

3

個人情報の取扱いに十分考慮し、外部委
託可能な作業の洗い出しを行った。

（税務G）
平成27年度からコンビニ収納開始に伴い
納付書印刷を委託業務とした。

（教育総務G）
小学校給食事業について、施設検討と同
時に調理の外部委託の可能性も検討し
た。

（生涯学習G）
各種団体に補助金・委託金を交付して実
施しているが、事務局として関わる部分
も多い。

3

（保険年金G）
生活支援コーディネーターについて、平
成28年10月から生活支援体制整備事業を
播磨町社会福祉協議会に委託し、生活支
援コーディネーターを配置した。

（議会事務局）
個人情報の取扱いについては十分配慮し
ている。
外部委託可能な業務については検討を
行っているが、新たな外部委託の予定は
ない。

（教育総務G）
小・中学校給食事業について、施設のあ
り方や調理方式について検討を行った。

（生涯学習G）
多くの事業において各種団体に補助金・
委託金を交付し実施しているが、担い手
の高齢化や人材不足により、事務局とし
て関わる負担は減少していない。
新たな担い手の発掘や、事業の必要性の
精査を進める。

3

※３年毎に見直しを行う

2



(１）　事務事業等の再編・整理、廃止・統合
平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）
№

取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

検討 実施 検討

実施 実施

実施 実施

3

各種申請窓口等の事務処理マニュアルの
整備を順次進めている。
また、マイナンバー制度に伴う対応につ
いて配慮している。

（企画G）
定例的事務処理作業については、随時詳
細な事務処理手順をデータ保存するよう
に努めている。

（住民G）
DVによる住民基本台帳事務の取り扱いに
ついて、事務処理マニュアルを整備し
た。

3

（学校教育G）
報告文書の提出については、センター
サーバー化を最大限利活用し、学校業務
改善の一環として取り組んでいる。

(生涯学習G）
各種団体からの報告は、必要事項を提示
し、様式は任意としている。

3

本町の公職選挙法の改正提案により、投
票管理者及び投票立会人の選任要件の緩
和が実現し、選任事務がおよそ1か月短縮
された。
また、平成30年度に提案した投票区の再
編成の方向性については、選挙管理委員
会にて承認を得た。
今後は、具体的な再編成方針を計画し、
選挙管理委員会のみならず関係者に対し
丁寧な説明、周知を行う。
なお、令和3年度執行の選挙より新たな投
票区での執行を目指したい。

3

6 事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

投票所の見直し 期日前投票も増加してお
り、必要以上に多い投票所
について削減を検討し、選
挙事務にかかる作業や費用
の軽減を図る。

総務G

3

3

各種申請窓口等の事務処理マニュアルの
整備を順次進めている。
また、マイナンバー制度に伴う対応につ
いて配慮している。

（住民G）
DVによる住民基本台帳事務の取り扱いの
ように特殊な事例から優先して、事務処
理マニュアルの整備を進めた。

7 事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

事務処理マニュア
ルの整備

各種申請窓口事務につい
て、整備・更新を進める。

8 事務事業等の再編・
整理、廃止・統合

外部からの報告文
書様式見直しによ
る省力化

年間を通して、報告文書の
提出を受けているが、様式
の見直しを行い、省力化・
簡略化を図る。

（企画G）
各種団体からの報告は、必要事項及び様
式を定めているが、様式については簡素
化を図る必要がある。

（学校教育G）
報告文書の提出についても、学校業務改
善の一環として取り組んだ。

（生涯学習G）
各種団体からの報告は、必要事項を提示
しているが、様式は定めていない。

関係
部署

（学校教育G）
報告文書の提出については、センター
サーバー化を最大限利活用し、学校業務
改善の一環として取り組んだ。

（生涯学習Ｇ）
各種団体からの報告は、必要事項を提示
し、様式は任意とした。

3

（学校教育G）
報告文書の提出については、センター
サーバー化を最大限利活用し、学校業務
改善の一環として取り組んだ。

（生涯学習G）
各種団体からの報告は、必要事項を提示
し、様式は任意とした。

3

各種申請窓口等の事務処理マニュアルの
整備を進めた。また、マイナンバー制度
に伴う対応について配慮している。

3

投票区の編成案を複数作成し、選挙管理
委員会にて精査、検討を行った。引き続
き慎重に検討を重ねる。

3

平成29年12月の選挙管理委員会にて、投
票区を見直す方針とした。
今後は、投票区の編成案の精査、有権者
への広報等を行う予定である。

33

各種申請窓口等の事務処理マニュアルの
整備を順次進めている。
また、マイナンバー制度に伴う対応につ
いて配慮している。

（住民G）
DVによる住民基本台帳事務の取り扱いの
ように特殊な事例から優先して、事務処
理マニュアルの整備を進めた。

3

全部署 各種申請窓口等の事務処理マニュアルの
整備を進めている。また、マイナンバー
制度に伴う対応について配慮している。

2

投票区の統廃合を検討し、平成28年9月の
選挙管理委員会に素案として提出し、検
討した。
選挙人の利便性と選挙執行の合理化のバ
ランスの観点から今後も引き続き検討を
行う。

過去においては、投票率の向上を目的に
投票所の数を増やしたが、現状では投票
率の減少傾向が続いている。投票所の削
減について検討を行ったが、集約後の最
適な投票施設の確保が困難な地域があ
り、当面は現状のままとする。

（学校教育G）
報告文書の提出については、センター
サーバー化を最大限利活用し、学校業務
改善の一環として取り組んだ。

（生涯学習G）
各種団体からの報告は、必要事項を提示
し、様式は任意とした。

3

※様式の見直し電子化を行

い、省力化・簡略化努める。

3



(２）　財政健全化の推進

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

平成30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

推進

実施

24,859 18,050 14,413 11,842 8,560

推進

400 440 480 520 560 423 1,984 1,723 1,723 1,723

推進

90%

平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

（税務G）
強制徴収公債権取扱部署における滞納処
分執行に対して適切な指導を行う。ま
た、捜索の際に立会人の必要があれば、
当該部署に協力を求め、実地研修によっ
てノウハウ等を提供し、債権回収事務の
一助となるよう努める。

3

（上下水道G　水道事業）
超低金利の状況の中、歳計現金・基金等
の資金については、「資金管理並びに運
用基準」及び「債券運用基準」の規定に
基づき、安全、適正かつ効率的な運用に
努めている。(317千円/令和元年11月末
時点)

（会計G）
資金運用基準及び債券運用基準に基づ
き、適正・効率的な運用に努めている。
定期預金及び債券の利率低下が著しいた
め、資金運用益の減少は避けることはで
きない。このため、債券購入において
は、内部協議を行い、利率の良い償還期
限の長い新発債も購入している。
（8,243千円/令和元年11月末時点）

8,560 3

ホームページの掲載広告により歳入を確
保。
また広告付封筒の窓口無料設置や広告事
業者募集による公共交通時刻表を作成
し、歳出を削減した。

1,723 3

平成30年度決算における経常収支比率
は、93.3％と前年度に比べて3.0％の増
となった。この要因は、法人町民税や普
通地方交付税、また臨時財政対策債の減
額、歳出において塵芥処理場の補修工事
費用が決算統計区分の見直しにより、維
持管理費に変更となったことにより増額
となったことによる。
今後も公債費や扶助費の見通しを考慮す
ると、経常的な支出は増加する傾向にあ
ると考えられるため、経常経費の抑制や
自主財源の確保に努め経常収支比率の改
善を図る。

3

総務G

11,842 3

（会計G・上下水道G　水道事業）
超低金利の状況の中、歳計現金・基金等
の資金については、「資金管理並びに運
用基準」及び「債券運用基準」の規定に
基づき、安全、適正かつ効率的な運用に
努めた。（11,370千円・472千円）

（会計G）
定期預金及び債券の利率低下が著しいた
め、資金運用益の減少は避けることはで
きない。このため、債券購入において
は、内部協議を行い、利率の良い償還期
限の長い新発債も購入した。

平成29年度決算における経常収支比率
は、90.3％と前年度に比べて6.2％の大
幅な減となった。要因としては、法人町
民税において主要な企業の業績復調によ
り町税が前年度と比較して増額となった
こと、また普通地方交付税の増額があげ
られる。しかしながら、歳出の構造は大
きく変化しておらず、今回の経常収収支
比率の減は歳入の増による一過性のもの
と捉えている。
今後も経常経費の抑制や、自主財源の確
保に努め経常収支比率の改善を図る。

3

31,723

平成26年度決算における経常収支比率
は、過去5年間90％以下で推移してきた
が91.4％となった。原因としては、特別
会計繰出金の増加が主な要因であるが、
今後も高齢化に伴う医療費の増による繰
出金の増が見込まれるので、適正な繰出
基準を維持するとともに他の経常経費の
抑制に努める。

ホームページの掲載広告により歳入を確
保。
また広告付封筒の窓口無料設置や広告事
業者募集による公共交通時刻表を作成
し、歳出を削減した。

（税務G）
強制徴収公債権取扱部署に対し、債権回
収に係るノウハウを提供し、町債権徴収
事務推進の一助とした。

3

播磨町債権対策会議及び播磨町債権対策
推進委員会に組織改編し、債権管理に関
する基本方針を作成した。

（税務G）
税務G職員が滞納処分する際に、強制徴
収公債権取扱部署滞納整理担当者を同行
させ、債権回収に係るノウハウを提供
し、町債権徴収事務の一助とした。

3

3

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）

関係
部署

（会計G・水道G）
資金管理及び運用基準並びに債券運用基
準に基づき安全、適正かつ効率的な運用
に努めた。（23,644千円・1,215千円）

ホームページの掲載広告を新規開拓し、
昨年より歳入を増やすことができた。ま
た、窓口用封筒について、広告付封筒を
利用して無料で設置することで歳出を削
減できた。

24,859

423

3

3

（税務G）
平成27年12月18日に債権回収対策会議を
開催し、公債権・私債権の徴収知識のあ
る税理士に講師をお願いし、基本的な部
分を中心とした研修を実施した。

（すこやか環境G）
同会議に参加し、滞納整理に必要な知識
を習得した。

（福祉G）
同会議に出席するとともに、講義内容の
検討のため、町営住宅、住宅貸付金及び
保育料の滞納状況等を報告した。

（水道G）
同会議に出席し、他部署と情報共有する
ことにより徴収事務推進の一助とした。

（教育総務G）
町の債権を扱う部署間で、徴収に関する
法的知識やノウハウを共有し、滞納者情
報などについても共有できないか、同会
議の活用を図る。

3

№
取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

9

財政健全化の推進 債権回収対策会議
の活用

町の債権を扱う部署間
で、徴収に関する法的知
識やノウハウを共有し、
一層の徴収事務の推進を
図るため、債権回収対策
会議の活用を図る。

企画G

10

財政健全化の推進 安全で有利な資金
の運用

安全・有利な資金運用に
加え、金利がますます低
下傾向にある中、各基金
を一体的に取扱い、効率
的な運用を図る。

関係
部署

11

財政健全化の推進 広告事業の拡大 町ホームページで行って
いる企業等広告の掲載媒
体を拡大し、町独自財源
の確保を図る。
広告料収入の他、寄附に
よる受入を行い、歳入の
拡大、歳出の削減を図
る。

12

財政健全化の推進 経常収支比率の改
善

施策の見直しや経常経費
の削減、合理化と税等の
歳入の確保に努め、経常
収支比率の改善を図る。
90％以内に抑制すること
を目標とする。

3

庁内関係部署が更なる適正な債権管理事
務の執行に努めるため、播磨町債権対策
会議及び播磨町債権対策推進委員会にお
いて「播磨町債権管理マニュアル」を作
成した。

（税務G）
強制徴収公債権取扱部署における滞納処
分執行時の疑問点等に対して説明するこ
とで、町債権徴収事務の円滑な遂行に貢
献した。

（会計G・上下水道G　水道事業）
超低金利の状況の中、歳計現金・基金等
の資金については、「資金管理並びに運
用基準」及び「債券運用基準」の規定に
基づき、安全、適正かつ効率的な運用に
努めた。（13,631千円・782千円）

（会計G）
銀行及び償還日をむかえたため購入する
新発債券の利率が非常に低いため、債券
運用基準について、債券の償還期限の改
正について検討した。

14,413

平成28年度決算における経常収支比率
は、96.5％と前年度に比べて8.3％の大
幅な増となった。要因としては、法人町
民税において主要な企業の業績悪化の影
響を受け前年度と比較して大幅な減額が
あった。また、こども医療費助成事業の
窓口無償化の通年化に伴う扶助費の増
額、近年の義務教育施設の改修のために
借り入れた地方債の元金償還の開始によ
る公債費の増があった。
今後は経常経費の抑制や、自主財源の確
保に努め経常収支比率の改善を図る。

1,984 3

3

18,050 3

（会計G・水道G）
超低金利の状況の中、歳計現金・基金等
の資金については、「資金管理並びに運
用基準」及び「債券運用基準」の規定に
基づき、安全、適正かつ効率的な運用に
努めた。（16,999千円・1,051千円）

ホームページの掲載広告を新規開拓し、
昨年より歳入を増やすことができた。ま
た、窓口用封筒について、広告付封筒を
利用して無料で設置することで歳出を削
減できた。また、暮らしの便利帳の改訂
版等についても、広告事業者を募り、無
料で発行した。

平成27年度決算における経常収支比率
は、88.2％と前年度に比べて3.2％の減
となった。原因としては、法人税割の収
入の増加や大型地方債の償還終了に伴う
支出の減が主な要因であるが、今後も高
齢化に伴う医療費の増による繰出金の
増、また地方債の発行増に伴う公債費の
増が見込まれ上昇傾向となると見込まれ
る。

ホームページの掲載広告により、引き続
き歳入を確保できた。
また、歳出削減として、広告付封筒の窓
口無料設置や広告事業者募集による公共
交通時刻表を作成することができた。

33

31,723

4



(２）　財政健全化の推進

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

平成30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）
№

取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

推進

42,796 29,900 129,987 88,106 69,046

実施

11,439 23,932 24,390 29,419 13,307

実施

― ― ―

311,439

本年度も普通財産の活用について全庁的
に検討し、4件の物件を入札公告する予
定である。
今後も引き続き用途の定まっていない普
通財産を積極的に売却していく。
また、使用目的が定まっていない普通財
産を貸付し有効活用を図る。

69,046 3

（税務G）
県職員の指導で得た手法等を活用し、法
律に基づいた滞納処分を執行している。
(令和元年11月末現在：差押144件、換価
額11,753千円)
昨年度に引き続き、窓口や広報紙により
口座振替の推奨を行うと共に、滞納の抑
止力となるよう広報紙に滞納処分等の件
数等を掲載している。また、スマホ決済
による納税方法の幅を広げ、安定的な歳
入確保に努めている。

（保険年金G）
債権対策会議での方針を踏まえ、30年度
に引き続き、滞納整理等債権管理に努め
ている。（令和元年11月末現在：換価額
70千円）

（福祉G)
債権管理マニュアルによる適正な債権管
理を実施するための整理を進めた。

（すこやか環境G）
し尿手数料について、督促状及び納付書
を送付し、早期の納付を促した。

（上下水道G）
上下水共同で、給水停止の措置等を実施
することにより水道料金及び下水道使用
料の未収金回収に努めている。
（令和元年11月末現在　1,484千円）

（教育総務G）
奨学金返還金等未納者に対して、世帯の
収入状況等を聞き取り、状況に応じて分
割納付等を了承したり、訪問徴収を行う
ことで、納付が滞ることがないよう努め
た。

13,307 329,419 3

（税務G）
県職員の指導の下、法律に基づいた滞納
処分を執行した。（差押245件、換価額
25,308千円）
前年度に引き続き、窓口や広報誌により
口座振替の推奨を行うと共に、催告書発
送回数を増やし、安定的な歳入確保に努
めた。

(保険年金G）
債権対策会議での方針を踏まえ、昨年度
に引き続き、滞納整理等債権管理に努め
た。
（差押5件、換価額198千円）

（福祉G)
債権管理マニュアルによる適正な債権管
理を実施するための整理を進めた。

（すこやか環境Ｇ）
し尿手数料について、督促状及び納付書
を送付し、早期の納付を促した。

（上下水道G）
上下水共同で、給水停止の措置等を実施
することにより水道料金及び下水道使用
料の未収金回収に努めた。（3,913千
円）

（教育総務G）
奨学金返還金等未納者に対して、世帯の
収入状況等を聞き取り、状況に応じて分
割納付等を了承したり、訪問徴収を行う
ことで、納付が滞ることがないよう努め
た。

関係
部署

使用料等の滞納者に対し
て、差押を含めた滞納整
理を行い、負担の公平性
を確保する

総務G

（税務G）
県職員の指導の下、法律に基づいた差押
等の滞納処分を執行した。（差押189
件、換価額11,410千円）目標として、滞
納繰越分の徴収率を23％とする。

（保険年金G）
後期高齢者医療保険料
（差押1件、換価額29千円）

（福祉G）
債権回収会議の内容を踏まえ、現状の事
務に加えどのような整理を行うか検討す
る。

（すこやか環境G）
し尿手数料について、督促状及び納付書
を送付し、早期の納付を促した。

（水道G）
再三の納付指導に応じない滞納者に対し
て給水停止の措置を実施することにより
未収金回収に努めた。

（税務G）
県職員の指導の下、法律に基づいた滞納
処分を執行した。預金差押等により差押
執行件数が増加した。（平成28年度：差
押267件、換価額23,932千円）更に窓口
や広報誌により口座振替推奨を行い、安
定的な歳入確保に努めた。

（保険年金G）
債権回収対策会議や広域連合からの事務
指導の内容を踏まえ、現状の事務に加え
どのような整理を行うか検討した。

（福祉G）
債権回収事務講習会の内容を踏まえ、現
状の事務に加えどのような整理を行うか
検討した。

（すこやか環境G）し尿手数料につい
て、督促状及び納付書を送付し、早期の
納付を促した。

（総務G）
監査委員等の意見を踏まえて、職員の債
権に対する基礎的な知識の取得と徴収意
欲向上を図るため研修会を開催した。

（水道G）
再三の納付指導に応じない滞納者に対し
て給水停止の措置を実施することにより
未収金回収に努めた。

（下水道G）
下水道使用料については、水道グループ
と協力して、給水停止措置を実施するこ
とによる未収金回収等に努めた。

（教育総務G）
奨学金返還金未納者に対して、世帯の収
入状況等を聞き取り、状況に応じて分割
納付等を了承することで、納付が滞るこ
とがないよう努めた。

本年度も普通財産の活用について全庁的
に検討し、5件の物件を入札公告し3件売
却した。今後も引き続き用途の定まって
いない普通財産を積極的に売却した。
また、使用目的のない普通財産を貸付し
有効活用を図った。

88,106 3

大規模事業の進捗も進み、代替地として
保有していた土地の必要性が薄れてきた
ことに伴い、今後利用計画のない保有地
を計画的に売却を進めているところであ
る。
平成27年度は、3筆の土地を一般競争入
札により売り払いを実施した。

滞納の徴収対策の
強化

財政健全化の推進

14

15 3

上下水
道G

13

財政健全化の推進 町有財産の活用 利用計画のない町有地等
について、一時貸付等の
有効活用を図る。また、
民間等への売却について
推進していく。

財政健全化の推進 下水道特別会計の
公営企業法適用に
向けての移行

平成30年4月に公営企業法適用に向け
て、本年度より移行準備に着手。

下水道特別会計につい
て、将来的に公営企業化
を実現するため、公営企
業法適用に向けて移行に
向けて取り組む。

1

平成30年度から地方公営企業法の全適用
となり、必要な作業は完了した。

平成30年4月からの地方公営企業法の全
適用に向けて、資産調査及び資産台帳の
整理、例規の整備、企業会計システムの
導入等の移行事務を進めた。

―

普通財産の活用について全グループにそ
の活用の有無を確認し6件の物件を一般
競争入札により売却した。
今後も引き続き用途の定まっていない普
通財産を積極的に売却していく。

129,987

平成30年4月からの地方公営企業法の全
適用に向けて、資産調査及び資産台帳の
整理、例規の整備、企業会計システムの
導入等の移行事務を進めた。

3

29,900 3

浜幹線の整備も完了し、庁内で利用計画
を協議し計画のない普通財産については
計画的に売却を進めている。
平成28年度は、1筆の土地を一般競争入
札により売り払いを実施した。

（税務G）
県職員の指導の下、法律に基づいた滞納
処分を執行。（差押249件、換価額
21,366千円）
前年度に引き続き、窓口や広報誌により
口座振替推奨を行い、安定的な歳入確保
に努めた。

（保険年金G・福祉G）
債権対策会議での方針を踏まえ、現状の
事務に加えどのような整理を行うか検討
した。

（すこやか環境G）
し尿手数料について、督促状及び納付書
を送付し、早期の納付を促した。

（総務G)
播磨町債権対策会議及び播磨町債権対策
推進委員会を設置し、債権の管理に関す
る基本方針を作成した。
また、播磨町債権管理条例を平成29年12
月議会に提案したが、否決。
今後は、顧問弁護士等の協力も得ながら
実務的なノウハウの収集・蓄積を図る。

（上下水道G）
平成29年11月に「滞納整理事務の取扱
い」の改定を行い、給水停止による未収
金回収の強化を行った。
水道事業と協力し、給水停止の措置等を
実施することにより水道料金及び下水道
使用料の未収金回収に努めた。（3,024
千円）

（教育総務G）
奨学金返還金未納者に対して、世帯の収
入状況等を聞き取り、状況に応じて分割
納付等を了承したり、訪問徴収を行うこ
とで、納付が滞ることがないよう努め
た。

24,390 3323,932

3

3

42,796 3

―

5



(３）　住民と行政との協働の推進
平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

平成30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

推進

検討 実施

検討 実施

検討 実施

検討 実施

県事業を活用し、女性の働き方セミナー
及び相談会、講演会を実施する。
また、啓発グッズの配布や、男女共同参
画週間には懸垂幕の掲示など啓発に努め
る。

3

連絡会を定期的に開催するとともに、町
内の自主防災組織の意見交換会、防災訓
練（土のう工法等）及び合同研修会等を
行っている。
また、研修用資料としてDVDの貸し出し
を行っている。

3

(総務G）
平成29年6月より「播磨町附属機関等の
設置及び運営に関する取扱要領」を制定
し、附属機関等の取扱いを明確にするこ
とにより、その利点を最大限に活かし、
全庁的に各附属機関等に最適な委員が就
任する取組を進めている。

（福祉G）
子ども・子育て会議等の公募可能な委員
については、実施している。
また他の委員等についても引き続き配慮
する。

（保険年金G）
任期満了に伴う介護認定審査会委員の選
任にあたり、平成29年6月に制定された
「播磨町附属機関等の設置及び運営に関
する取扱要領」の規定に基づき、75歳以
上（特定の職を除く）の委員を再任せ
ず、新しい委員の選任を行った。
また、任期満了に伴う国民健康保険運営
協議会委員の選任にあたっても、「取扱
要領」の規定に基づき、75歳以上（特定
の職を除く）や12年以上任期の委員を再
任せず、新しい委員の選任を行った。

（上下水道G）
令和元年度から水道に関することも含
め、上下水道運営委員会を立ち上げるた
めの準備を行っているところであり、当
該委員会の構成については男女比を可能
な限り配慮する予定。

（企画G）
長期総合計画審議会委員について公募枠
を設けるとともに、関係団体からの選出
時も男女比率に配慮した。その他所管会
議においても、公募委員枠を設け、でき
る限り男女比率にも配慮をしている。

3

（保険年金G）
平成28年10月から生活支援体制整備事業
を播磨町社会福祉協議会に委託し、ボラ
ンティア等の生活支援の担い手の養成・
発掘等の地域資源の開発やそのネット
ワーク化などを行う生活支援コーディ
ネーターを配置した。令和元年度も引続
き社協への委託を行っている。

（福祉G）
引き続き権利擁護まちづくり委員会にお
いて、これまで養成した権利擁護支援員
に対し研修を行い、地域のネットワーク
の一員としての活動の場の確保に努め
た。
コミセン等で実施している介護予防事業
を参加者が自ら運営することで、社会参
加の機会を設け、充実を図った。

（生涯学習Ｇ）
地域の教育力向上事業において、活動団
体の新たな連携が生まれ、また地域で活
躍する人材の発掘に取り組むことができ
た。

3

まちづくりに関心のある方の活動を支援
する「播磨ゆめづくり塾」について、１
団体が３年目の活動に継続採択され、地
域のまちづくり活動へ積極的に取り組ま
れている。また、新たに２つのNPO等各
種まちづくり活動団体が、専門分野を活
かした「住民協働推進事業」に採択さ
れ、行政と協働している。
町長等幹部職員が町内に出向き、地域住
民との意見交換を行う行政懇談会を自治
会単位で実施した。（6自治会）また、
引き続き「はりま女性会議」を開催する
など、各種団体との行政懇談会も実施し
ている。

3

3

3

庁内推進委員に対する研修を実施。
女性の再就職支援としてセミナーを実
施。
教育部門での取り組みは、研修、啓発が
中心となっている。

連絡会を定期的に開催するとともに、町
内の自主防災組織の意見交換会、防災訓
練（土のう工法等）及び合同研修会等を
行った。
また、貸し出しが可能な研修用資料とし
てDVDを購入した。

条例等に規定された充職以外の委員につ
いては配慮。

（福祉G）
子ども・子育て会議等の公募可能な委員
については、実施した。（委員任期を2
年にしているため、28年度は公募な
し。）

（下水道G）
下水道運営委員会について、現在委嘱し
ている委員については、男女比は5:2で
あった。今後委員選定にあたり、男女比
等には可能な限り配慮する。

関係
部署

危機管
理G

3

3

引き続き庁内推進委員に対する研修を実
施。
県と共催で男女参画フェアを開催し、あ
わせて、女性の再就職支援セミナーを実
施し、啓発に努めた。
また、企業向けに啓発グッズを配布し
た。

（福祉G）
権利擁護まちづくり委員会において、権
利擁護支援員を養成し、ボランティア登
録をしていただき、地域のネットワーク
の一員としての活動を検討中。

（生涯学習G）
家庭の教育力向上事業において、活動団
体のネットワークづくりに取り組んだ。

実施
部署

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）

16 住民と行政との協
働の推進

審議会・委員会の
委員選任の見直し

有資格基準の定めがある
ものを除き、公募枠や男
女のバランス確保に努め
る。

№
取組
項目

取組
目標

取組
内容

3

3

まちづくりに関心のある方の活動を支援
する「播磨ゆめづくり塾」について、6
年ぶりの事業採択となり、今後の住民活
動活性化が期待できる。また、NPO等各
種団体が専門分野を活かした「住民協働
推進事業」も継続実施した。
町長等幹部職員が町内に出向き、地域住
民との意見交換を行う行政懇談会を自治
会単位で実施。（8自治会）また、各種
団体との行政懇談会も実施した。

条例等に規定された充職以外の委員につ
いては配慮している。

（保険年金G）
国保運営協議会委員の被保険者代表につ
いて公募を行ったが、結果として応募が
なかった。

（都市計画G）
平成27年7月改選の播磨町都市計画審議
会委員について、女性委員の割合が2割
から4割に増加した。

住民協働推進事業への応募が2件だった
が、ゆめづくり塾への応募はなかったた
め、今後も更なる周知が必要である。
町長・幹部職員が地域に出向き、直接住
民の意見を聞く行政懇談会を自治会単位
で実施した。（3自治会）

（保険年金G）
平成28年10月から生活支援体制整備事業
を播磨町社会福祉協議会に委託し、ボラ
ンティア等の生活支援の担い手の養成・
発掘等の地域資源の開発やそのネット
ワーク化などを行う生活支援コーディ
ネーターを配置した。

（福祉G）
権利擁護まちづくり委員会において、権
利擁護支援員を養成し、ボランティア登
録をしていただき、地域のネットワーク
の一員としての活動開始。

（生涯学習G）
地域の教育力向上事業において、活動団
体の新たな連携が生まれ、また地域で活
躍する人材の発掘にも取り組むことがで
きた。

3

3

33

（総務G)
平成29年6月より「播磨町附属機関等の
設置及び運営に関する取扱要領」を制定
し、附属機関等の取扱いを明確にするこ
とにより、その利点を最大限に活かし、
全庁的に各附属機関等に最適な委員が就
任することを目指している。

（福祉G）
子ども・子育て会議等の公募可能な委員
については、実施した。
また、人権擁護委員についても、バラン
スの確保に努めた。

（上下水道G　下水道事業）
下水道運営委員会について、現在委嘱し
ている委員については、男女比は5:2で
あった。今後委員選定にあたり、男女比
等には可能な限り配慮する。

(総務G）
平成29年6月より「播磨町附属機関等の
設置及び運営に関する取扱要領」を制定
し、附属機関等の取扱いを明確にするこ
とにより、その利点を最大限に活かし、
全庁的に各附属機関等に最適な委員が就
任する取組を進めた。

（福祉G）
子ども・子育て会議等の公募可能な委員
については、実施した。
また、人権擁護委員の選任においてバラ
ンスの確保ができた。他の委員等につい
ても引き続き配慮する。

（上下水道G）
下水道運営委員会について開催予定がな
く、委嘱している委員はいない状態。平
成31年度から水道に関することも含め、
上下水道運営委員会を立ち上げるための
準備を行っているところであり、当該委
員会の構成については男女比を可能な限
り配慮する予定。

3

(保険年金G）
平成28年10月から生活支援体制整備事業
を播磨町社会福祉協議会に委託し、ボラ
ンティア等の生活支援の担い手の養成・
発掘等の地域資源の開発やそのネット
ワーク化などを行う生活支援コーディ
ネーターを配置した。30年度も引続き社
協への委託を行った。

（福祉G）
引き続き権利擁護まちづくり委員会にお
いて、これまで養成した権利擁護支援員
に対し研修を行い、地域のネットワーク
の一員としての活動の場の確保に努め
た。
コミセン等で実施している介護予防事業
を参加者が自ら運営することで、社会参
加の機会を設け、充実を図った。

（生涯学習Ｇ）
地域の教育力向上事業において、活動団
体の新たな連携が生まれ、また地域で活
躍する人材の発掘に取り組むことができ
た。

3

（保険年金G）
平成28年10月から生活支援体制整備事業
を播磨町社会福祉協議会に委託し、ボラ
ンティア等の生活支援の担い手の養成・
発掘等の地域資源の開発やそのネット
ワーク化などを行う生活支援コーディ
ネーターを配置した。

（福祉G）
権利擁護まちづくり委員会において、こ
れまで養成した権利擁護支援員に対し研
修を行った。
コミセン等で実施している介護予防事業
を参加者が自ら運営することで、社会参
加の機会を設けた。

（生涯学習G）
地域の教育力向上事業において、活動団
体の新たな連携が生まれ、また地域で活
躍する人材の発掘に取り組むことができ
た。

まちづくりに関心のある方の活動を支援
する「播磨ゆめづくり塾」について、１
団体が２年目の活動に継続採択され、地
域のまちづくり活動へ積極的に取り組ま
れた。
町長等幹部職員が町内に出向き、地域住
民との意見交換を行う行政懇談会を自治
会単位で実施した。（7自治会）また、
新たに「はりま女性会議」を開催するな
ど、各種団体との行政懇談会も実施し
た。

住民と行政との協
働の推進

住民との情報交換
の充実

住民との対話を、今後の
町政運営に生かしてい
く。多くの方に参加して
もらえるよう、テーマ設
定などを検討する。

企画G

3

17 住民と行政との協
働の推進

ボランティアネッ
トワークづくりの
支援

生涯学
習G

平成27年度は、ゆめづくり塾への応募が
2件、住民協働推進事業への応募が3件
あったが、結果的に、住民協働推進事業
が3件実施された。
町長・幹部職員が地域に出向き、直接住
民の意見を聞く行政懇談会を自治会単位
で実施した。（8自治会）

19 住民と行政との協
働の推進

男女共同参画のさ
らなる充実

平成24年4月に策定した行
動計画に基づき推進す
る。
庁内推進委員会を活用す
るとともに、様々な主体
と連携して総合的に取り
組めるような体制を構築
する。

ボランティア活動の活性
化を図るため、ボラン
ティア相互や関係機関と
の情報ネットワークづく
りのための支援を行う。

関係
部署

18

3

3

20 住民と行政との協
働の推進

地域防災の充実 自主防災組織連絡会の充
実を図り、地域での自立
した自主防災活動ができ
るよう、情報提供や研修
会・訓練の実施などの支
援を行う。

連絡会を定期的に開催するとともに、町
内の自主防災組織の意見交換会、防災訓
練（土のう工法等）及び合同研修会等を
行った。
また、研修用資料としてDVDの貸し出し
を行った。

3

連絡会を定期的に開催するとともに、町
内の自主防災組織の意見交換会、防災訓
練（土のう工法等）及び合同研修会等を
行った。
また、研修用資料としてDVDの貸し出し
を行った。

連絡会を定期的に開催するとともに、町
内の自主防災組織の意見交換会、防災訓
練（土のう工法等）及び合同研修会等を
行った。

3

県事業を活用し、女性の働き方セミナー
及び相談会、講演会を開催した。
また、啓発グッズを配布したり、男女共
同参画週間には懸垂幕を掲示して啓発し
た。

3

県事業を活用し、女性の働き方セミナー
及び相談会、コミュニケーション講座を
開催した。
また、庁内推進委員や施設管理者などに
対する研修会を実施した。

3

3

6



(４）　透明性の確保とICTの活用 　

平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 R1 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

平成30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

推進

実施

実施

推進

電子申請システムが活用できる業務があ
る場合はホームページ等で周知。現在
は、入札参加資格者名簿関係で大いに電
子申請を活用。

（すこやか環境G）
電子申請システムについて、ホームペー
ジを利用して住民への周知を図ってい
る。（犬の死亡届・犬の登録事項変更）

3

文書管理システムを通じて文書を適切に
保管・管理するため、文書分類基準表の
見直しを引き続き進める。また、限られ
た保存スペースを有効に活用するため、
文書の電子化を図る。
今後は、廃棄も含めた一層適切な文書管
理体制の確保に努める。

3

3

3

情報セキュリティマネジメントとして、
eラーニングによるセキュリティ研修を
実施。また、マイナンバーの取扱に係る
自己点検を実施し、改善点の洗い出しを
行った。さらに、マイナンバー用のe
ラーニングによる研修も行った。

3

電子申請システムが活用できる業務があ
る場合はホームページ等で周知。現在
は、入札参加資格者名簿関係で大いに電
子申請を活用。

（すこやか環境Ｇ）
電子申請システムについて、ホームペー
ジを利用して住民への周知を図った。
（犬の死亡届・犬の登録事項変更）

3 3

文書管理システムを通じて文書を適切に
保管・管理するため、文書分類基準表の
見直しを引き続き進めた。また、限られ
た保存スペースを有効に活用するため、
文書の電子化を図った。
平成29年度の文書管理システムのバー
ジョンアップを機に、一層適切な文書管
理体制の確保に努めた。

3

3

情報セキュリティマネジメントとして、
eラーニングによる「セキュリティ研
修」「マイナンバーの情報連携に向けた
研修」を実施。また、マイナンバーを取
り扱う業務を対象とした内部監査を行
い、問題点を見つけ、改善するための指
導を行った。

ホームページ、広報紙のほかフェイス
ブックも活用し、各グループの所管して
いる情報を住民に分かりやすく積極的に
発信するように努めた。

（福祉G）
啓発が必要な保育無償化に関する事項や
プレミアム商品券などの制度改正や新規
の事業について、広報や、ホームページ
で啓発に努めた。

（すこやか環境G）
妊娠から出産、子育てをサポートするた
め「子育てアプリ」を導入、運用してい
る。乳幼児健診や子育てイベントなど、
対象者に応じた情報を積極的に発信する
よう努めている。

（保険年金G）
申請漏れ等から生じる住民の不利益を防
止し、また、制度改正に対する理解を得
るため、広報紙やホームページを活用
し、各種制度の周知を図っている。

（都市計画G）
広報紙やホームページを活用し都市計画
グループで所管している補助制度、その
他情報を積極的に発信した。

（土木G）
　ホームページで検索しやすいように努
め、各種申請手続きについての案内や必
要な様式を掲載し、申請者の利便性の向
上を図る。
　また、記念植樹制度や緑化イベントな
どの事業について、情報発信など検討し
ていく。

（議会事務局）
ホームページにおいて議会情報を発信し
ている。会議の開催や会議録の公開など
随時の発信に努めている。

（教育総務G）
毎年実施している事業についても、制度
全体について広報紙やホームページに掲
載し、周知を図った。

（学校教育G）
各学校園の主な年間行事（運動会、音楽
会、オープンスクール等）をホームペー
ジ内のイベントカレンダーに掲載した。

3

　Windows7のサポートが2020年1月14日
に終了し、セキュリティ更新プログラム
を受け取ることができなくなることか
ら、セキュリティレベルを維持するため
Windouws10への更新を実施。
　前回導入時から、13年以上経過してい
る基幹系ネットワーク機器の更新を検
討。

3

情報セキュリティマネジメントとして、
eラーニングによる「セキュリティ研
修」を実施。
また、マイナンバーを取り扱う業務を対
象とした内部監査や全職員を対象にマイ
ナンバーの取り扱いを含めたセキュリ
ティ研修を実施。

3

Windows7が2020年1月14日にサポートが
終了しセキュリティ更新プログラムを受
け取ることができなくなることから、セ
キュリティレベルを維持するため
Windouws10への更新を検討。また更新に
よる庁内ネットワーク環境や情報システ
ムの動作確認の調査を実施。

ホームページ、広報紙のほかフェイス
ブックも活用し、各グループの所管して
いる情報を住民にわかりやすく積極的に
発信するように努めた。

（福祉G）
・啓発が必要な障害者差別解消法の施行
について、広報や、ホームページで啓発
に努めた。
・ホームページにおいて子育て支援施策
や子育て情報の一元化を検討した。

（すこやか環境G）
妊娠から出産、子育てをサポートするた
め「子育てアプリ」を導入。乳幼児健診
や子育てイベントなど、対象者に応じた
情報を積極的に発信するよう努めた。

（都市計画G）
広報紙やホームページを活用し都市計画
グループで所管している補助制度、その
他情報を積極的に発信した。

（土木G）
ホームページで検索しやすいように努
め、各種申請手続きについての案内や必
要な様式を掲載し、申請者の利便性の向
上と未申請の防止を図った。

（議会事務局）
ホームページにおいて議会情報を発信
し、会議の開催や会議録の公開など随時
発信に努めた。

（教育総務G）
毎年実施している事業についても、制度
全体について広報紙やホームページに掲
載し、周知を図った。

（学校教育G）
各学校園の主な年間行事（運動会、音楽
会、オープンスクール等）をホームペー
ジ内のイベントカレンダーに掲載した。

3

ホームページ、広報紙のほかフェイス
ブックも活用し、各グループの所管して
いる情報を積極的に発信するように努め
た。

（福祉G）
ホームページに掲載する各種行事の写
真、メッセージ等については、本人の了
承を得たものを掲載し、メッセージ等に
ついては、イニシャル等を使用。

（都市計画G）
「緑の基本計画」及び「空家等対策計
画」の各素案をホームページに掲載して
広く住民に意見募集を行った。

（土木G）
ホームページで検索しやすいように努
め、各種申請手続きについての案内や必
要な様式を掲載し、申請者の利便性の向
上を図るとともに未申請の防止を図っ
た。

（議会事務局）
議会だよりの発行、ホームページでの議
会情報の公開、議会のライブ中継、録画
配信等を実施。
議場拡声録音機器の更新を行い、議会配
信の音声を明瞭することができた。

（教育総務G）
毎年実施している事業でも、手続きだけ
を掲載するのではなく、制度全体につい
て周知することも併せて広報を行った。
また、対象者が限定されるものについて
は、学校から直接に働きかけてもらうな
ど、申請漏れがないように努めた。

内部情報系のサーバ機器等が耐用年数を
経過していることから、システムの安定
稼働とセキュリティ維持を目的として
サーバ機器等の更新作業を実施。

3

社会保障・税番号制度の運用に伴い特定
個人情報の管理体制について安全性を高
めるために、国の指針に基づいて基幹系
システムに二要素認証を導入した。ま
た、情報系システムについても、イン
ターネット環境からの分離を行った。

3

3

ホームページ、広報紙のほかフェイス
ブックも活用し、各グループの所管して
いる情報を住民にわかりやすく積極的に
発信するように努めた。

（福祉G）
・啓発が必要な障害者差別解消法の施行
について、広報で障害者本人や家族から
の「心のバリアフリー」のコラムを定期
的に掲載した。
・ホームページにおいて子育て支援施策
や子育て情報の一元化を検討した。

（都市計画G）
用途地域図のホームページ掲載方法を見
直し、都市計画情報確認の利便性の向上
を図った。

（土木G）
ホームページで検索しやすいように努
め、各種申請手続きについての案内や必
要な様式を掲載し、申請者の利便性の向
上と未申請の防止を図った。

（議会事務局）
議会のライブ中継、録画配信等を実施。
平成29年4月からはスマートフォン等に
よる視聴が可能となった。

（教育総務G）
毎年実施している事業についても、制度
全体について広報紙に掲載し、周知を
図った。

（学校教育G）
各学校園の主な年間行事（運動会、音楽
会、オープンスクール等）をホームペー
ジ内のイベントカレンダーに掲載した。

3

進捗状況（単位：千円）

社会保障・税番号制度の運用に伴い特定
個人情報の管理体制について安全性を高
めるために、基幹系システムに対して
ファイアウォールの新設作業を実施し
た。

全部署 文書管理システムを通じて文書を適切に
保管・管理するため、文書分類基準表の
見直しを進めた。また、限られた保存ス
ペースを有効に活用するため、文書の電
子化を図った。

電子申請システムが活用できる業務があ
る場合はホームページ等で周知し活用し
ているが、活用できる業務は少数であ
る。

ホームページ、広報誌のほかフェイス
ブックも活用し、各グループの所管して
いる情報を積極的に発信するように努め
た。

（都市計画G）
業務に関する申請書様式を掲載して申請
者の利便性を図った。

（土木G）
各種申請手続きについての案内や必要な
様式を掲載し、申請者の利便性の向上を
図るとともに未申請の防止を図った。

（教育総務G）
毎年実施している事業でも、手続きだけ
を掲載するのではなく、制度全体につい
て周知することも併せて広報を行った。
また、対象者が限定されるものについて
は、学校から直接に働きかけてもらうな
ど、申請漏れがないように努めた。

情報セキュリティマネジメントとして、
eラーニングによるセキュリティ研修を
実施した。また、施設ごとに順次内部監
査を行い、問題点を見つけ、改善するた
めの指導を行った。

№
取組
項目

取組
目標

取組
内容

実施
部署

実施目標（単位：千円）

21

22 透明性の確保とＩ
ＣＴの活用

情報システムの安
全対策の充実

情報システム運営に際し
ての情報管理などの安全
対策の一層の充実を図
る。また、システム及び
ネットワークの障害発生
など、緊急時の対策を進
める。

企画G

透明性の確保とＩ
ＣＴの活用

情報発信の充実 広報紙やホームページの
活用により、個人情報保
護に十分配慮しつつ積極
的に行政情報を提供する
とともに、住民からの問
い合わせなどに応じて掲
載項目など工夫を行い、
住民にとってわかりやす
い広報に努める。

全部署

23 透明性の確保とＩ
ＣＴの活用

情報セキュリティ
マネジメントシス
テムの運用

情報セキュリティ対策に
おけるPDCAサイクルを確
立させ、永続的に情報セ
キュリティ対策を実施す
るとともに向上させ、責
任の所在を明確にする。

企画G 情報セキュリティマネジメントとして、
eラーニングによるセキュリティ研修を
実施。また、施設ごとに順次内部監査を
行い、問題点を見つけ、改善するための
指導を行った。また、マイナンバー用の
eラーニングによる研修も行った。

3

電子申請システムが活用できる業務があ
る場合はホームページ等で周知し活用し
ているが、活用できる業務は少数であ
る。

3

24 透明性の確保とＩ
ＣＴの活用

電子申請システム
の活用

電子申請について住民に
周知を図るとともに、公
的個人認証を必要としな
い簡易申請についても活
用する。

全部署

25 透明性の確保とＩ
ＣＴの活用

文書管理システム
の活用・統一化

文書分類の見直し、各グ
ループの文書保管場所の
確保、システムの活用方
法についてさらに統一化
を図る。 33

文書管理システムを通じて文書を適切に
保管・管理するため、文書分類基準表の
見直しを進めた。また、限られた保存ス
ペースを有効に活用するため、文書の電
子化を図った。
平成29年度の文書管理システムのバー
ジョンアップを機に、一層適切な文書管
理体制の確保に努めた。

3

文書管理システムを通じて文書を適切に
保管・管理するため、文書分類基準表の
見直しを進めた。また、限られた保存ス
ペースを有効に活用するため、文書の電
子化を図った。

3

電子申請システムが活用できる業務があ
る場合はホームページ等で周知してい
る。現状、活用できる業務は少数である
が、入札参加資格者名簿関係で電子申請
を大いに活用している。

3

3

検討・推進

7



(５）　適正な組織体制の構築
平成27年度末評価 平成28年度末評価 平成29年度末評価 平成30年度末評価 令和元年度末評価（見込）

H27 H28 H29 H30 H31 H27 H28 H29 H30 R1 平成27年度取組状況 効果額
実施
状況

平成28年度取組状況 効果額
実施
状況

平成29年度取組状況 効果額
実施
状況

平成30年度取組状況 効果額
実施
状況

令和元年度取組状況（見込） 効果額
実施
状況

検討

実施 実施

検討・推進

検討・推進

検討・推進

検討・推進

検討 実施

5,745

検討・推進

検討・推進

合　　計 79,517 千円 合　　計 78,466 千円 合　　計 170,513 千円 合　　計 136,835 千円 合　　計 92,760 千円

0 0 0 5,745 0

H27～R1（見込）　合計 558,091 千円

町が実施すべき事務と外部委託や非正規
職員で対応可能な事務等を選別するとと
もに、国の定年制延長等を注視しなが
ら、職員の採用を行い、播磨町の組織に
適した定員管理に努めている。
令和元年9月には、会計年度任用職員制度
関係条例等の整備を行い、今後はこれま
でに実施した職の整理結果に沿って円滑
に採用活動を行う。

3

国・県の新たな施策や臨時的な業務等を
考慮しながら、播磨町独自の施策の取捨
選択を行い、健全な財政状況を維持しな
がら職員の確保・配置を行っている。

3

人事院勧告や国の動向、民間状況等を踏
まえ、職員給与水準や諸手当の適正化を
随時進めている。

3

令和元年度は昨年度までに実施している
管理監督職研修を拡大し、全階層（副町
長～再任用職員）に対して階層別研修を
実施した。
それぞれの職責に応じて必要となるスキ
ルを設定し、実施している。

3

人事評価制度については、平成27年度の
試行結果を踏まえ、平成28年度より人事
評価制度の本格運用を行っており、平成
29年度からはより公正・適切な評価を期
するため、調整者による調整会議を行っ
ている。
また、長時間労働の削減に向け、業務の
見える化を推進し、四半期毎にモニタリ
ングと評価を行っている。
この取組では、グループ・チームにおけ
る事務分掌の見直しと相互支援、書類や
データの体系的な整理、時間外勤務発生
時における上司と部下のコミュニケー
ションを促す等を行っている。

3

平成30年度に実施した職員アンケート、
業務量調査等を基礎として、行政事務に
関する調査研究班を設置し、町長からの
諮問を受け、令和元年10月より機構改革
案の検討に着手した。
今後は令和2年3月を目途に答申を行う。

3

経験やノウハウを円滑に継承していくた
め、再任用職員を引き続き活用し、任期
付職員等多様な人材の活用を進めてい
る。
有能な職員の管理職への任用制度につい
ては、平成28年度より本格運用を行って
いる人事評価制度の運用状況を踏まえ、
引き続き検討を行う。

3

　
令和元年度の採用試験では、新たに経験
者枠を設け、職員の年齢構成の偏り是正
に努めている。
今年度の採用試験では、昨年度の作文試
験に替え、エントリーシート審査を新た
に導入した。
今後も受験者の増加と適切な選考方法の
改善に取り組む。

3

実施
部署

実施目標（単位：千円） 進捗状況（単位：千円）

総務G

研修手法については、適宜新たな取組を
模索し、時代に適した見直し・実施を進
めた。平成27年度からはエルダー制度を
導入した。

3

№
取組
項目

取組
目標

取組
内容

26 適正な組織体制の構
築

機構改革実施に向
けた検討

第4次総合計画推進のた
め、住民の視点に立った、
より効率的で社会変化に対
応できる活力ある組織体制
へ見直しを検討する。

27 適正な組織体制の構
築

中堅職員の管理職
への登用促進

職員の有する経験やノウハ
ウを円滑に継承させていく
ため、有能な中堅職員の管
理職登用を進める。

平成29年10月に水道グループ及び下水道
グループを統合し、上下水道グループを
設置し、平成30年度からの下水道事業に
おける地方公営企業法の適用にあわせ、
組織の効率化を図った。
今後の組織体制については、今年度実施
した職員アンケート等を参考にしながら
引き続き検討した。

3

3

総務G

経験やノウハウを円滑に継承していくた
め、再任用職員を引き続き活用し、新た
に整備した任期付職員制度の活用も進め
た。
有能な職員の管理職への任用制度につい
ては、平成28年度より本格運用を行って
いる人事評価制度の運用状況を踏まえ、
引き続き検討を行った。

今後の組織体制については、調査研究班
等の意見を聴きながら再度検討する必要
がある。

5

「こども窓口」を設置し、子ども子育て
支援の相談、情報提供を促進した。
今後の組織体制については、平成30年度
からの下水道事業における地方公会計制
度の導入にあわせて、水道事業との組織
の効率化を検討している。

5

平成29年10月に水道グループ及び下水道
グループを統合し、上下水道グループを
設置し、平成30年度からの下水道事業に
おける地方公営企業法の適用にあわせ、
組織の効率化を図った。

5

3

3

経験やノウハウを円滑に継承していくた
め、再任用職員を活用するとともに、有
能な職員の管理職への任用制度について
は、人事評価制度の構築と併せて総合的
な検討を行った。

3

経験やノウハウを円滑に継承していくた
め、再任用職員を引き続き活用。
有能な職員の管理職への任用制度につい
ては、平成28年度より本格運用を行って
いる人事評価制度の運用状況を踏まえ、
引き続き検討を行った。

平成29年度実施の採用試験では、引き続
き集団討論を実施しており、受験者のコ
ミュニケーション能力等の評価を行っ
た。
今後も受験者の増加と適切な選考方法の
改善に取り組む。

3

経験やノウハウを円滑に継承していくた
め、再任用職員を引き続き活用し、任期
付職員等多様な人材の活用を進めた。
有能な職員の管理職への任用制度につい
ては、平成28年度より本格運用を行って
いる人事評価制度の運用状況を踏まえ、
引き続き検討を行った。

3

平成28年度実施の採用試験では、新たに
集団討論を取り入れ、受験者のコミュニ
ケーション能力等の評価を行った。
今後も受験者の増加と適切な選考方法の
改善に取り組む。

平成30年度実施の採用試験では、引き続
き集団討論を実施し、受験者のコミュニ
ケーション能力等の評価を行った。
今後も受験者の増加と適切な選考方法の
改善に取り組む。

3

総務G 中期的な期間の中で必要となる職員の補
充方法について、随時最適な手法を取り
込み、状況に適した採用を継続した。ま
た、播磨町人材育成基本方針の策定に向
け、人事評価制度の構築と併せて総合的
な検討を行った。

3

28 適正な組織体制の構
築

新規採用職員の採
用と教育方法の検
討

職員の選考方法ついて、有
能な人材を公平・公正に確
保するための新たな制度を
検討するとともに、人材育
成プログラムを策定する。

29 適正な組織体制の構
築

職員の給与制度の
見直し

国の動向を踏まえながら、
職員給与水準や諸手当の適
正化に努める。

3

人事院勧告や国の動向、民間状況等を踏
まえ、職員給与水準や諸手当の適正化を
随時進めた。

総務G 人事院勧告や国の動向、民間状況等を踏
まえ、職員給与水準や諸手当の適正化を
随時進めた。

研修手法については、適宜新たな取組を
模索し、時代に適した見直し・実施を進
めた。平成27年度に引き続きエルダー制
度を実施。

30 適正な組織体制の構
築

職員研修の充実 総務G派遣型の研修と共に、役場
庁舎や個人で共通あるいは
分野ごとの多様な研修によ
り、時代のニーズに応えら
れる人材育成を行う。

3

人事院勧告や国の動向、民間状況等を踏
まえ、職員給与水準や諸手当の適正化を
随時進めた。

33

人事院勧告や国の動向、民間状況等を踏
まえ、職員給与水準や諸手当の適正化を
随時進めた。

33

研修手法については、適宜新たな取組を
模索し、時代に適した見直し・実施を進
めた。平成27年度からはエルダー制度を
導入している。
また、平成29年度からは組織のマネジメ
ント能力の強化が喫緊の課題であること
から、監督職研修を実施。

3

研修手法については、適宜新たな取組を
模索し、時代に適した見直し・実施を進
めた。平成27年度からはエルダー制度を
導入している。
また、平成29年度からは組織のマネジメ
ント能力の強化が喫緊の課題であること
から、監督職研修を実施しており、平成
30年度はマネジメントスキルの一つであ
るコーチング研修を実施した。

31 適正な組織体制の構
築

人事制度の見直し
及び人事評価制度
の構築

地方公務員法の改正を踏ま
え、勤務成績の給与への反
映、能力・業績を重視した
人事管理のあり方を検討す
るとともに、意欲と活力あ
ふれる職場づくりに向け、
人材育成を推進する。

3

総務G 人事評価制度の平成28年度本格導入に向
け、試行及びそのアンケート調査（検
証）を行い、必要な見直しを行った。

3 3

人事評価制度については、平成27年度の
試行結果を踏まえ、平成28年度より人事
評価制度の本格運用を行っており、平成
29年度からはより公正・適切な評価を期
するため、調整者による調整会議を行っ
た。
また、長時間労働の削減に向け、業務の
見える化を推進し、四半期毎にモニタリ
ングと評価を行った。
この取組では、グループ・チームにおけ
る事務分掌の見直しと相互支援、書類や
データの体系的な整理、時間外勤務発生
時における上司と部下のコミュニケー
ションを促す等を行う。

32 適正な組織体制の構
築

適正な定員管理 総務G中長期的な観点から、計画
的な職員採用を進める。ま
た、自己都合退職などの状
況の変化に対応するため適
宜計画の見直しを行う。

33 適正な組織体制の構
築

人員配置の適正化 事務事業の見直し、民間へ
の事業委託等を総合的に勘
案し、必要な事務量を測っ
た上で適正な職員配置を行
う。

総務G 国・県の新たな施策や臨時的な業務等を
考慮しながら、播磨町独自の施策の取捨
選択を行い、健全な財政状況を維持しな
がら職員の確保・配置を行った。

33

国・県の新たな施策や臨時的な業務等を
考慮しながら、播磨町独自の施策の取捨
選択を行い、健全な財政状況を維持しな
がら職員の確保・配置を行った。

3

国・県の新たな施策や臨時的な業務等を
考慮しながら、播磨町独自の施策の取捨
選択を行い、健全な財政状況を維持しな
がら職員の確保・配置を行った。

3

国・県の新たな施策や臨時的な業務等を
考慮しながら、播磨町独自の施策の取捨
選択を行い、健全な財政状況を維持しな
がら職員の確保・配置を行った。

3

3

町が実施すべき事務と外部委託や非正規
職員で対応可能な事務等を選別するとと
もに、定年制延長等を考慮しながら、職
員の採用を行い、播磨町の組織に適した
定員管理に努めた。

町が実施すべき事務と外部委託や非正規
職員で対応可能な事務等を選別するとと
もに、国の定年制延長等を注視しなが
ら、職員の採用を行い、播磨町の組織に
適した定員管理に努めた。
今後は平成32年4月の改正地公法等の施行
を見据え、今年度実施した業務量調査結
果に基づき、より一層事務の簡素化を推
進するとともに、職務の棚卸と正規職
員・非正規職員・外部委託等適切な担い
手を検討する。

人事評価制度については、平成27年度の
試行結果を踏まえ、平成28年度より人事
評価制度の本格運用を実施。
また、長時間労働の削減に向け、業務の
「見える化」を推進するための取り組み
を開始した。

3

町が実施すべき事務と外部委託や非正規
職員で対応可能な事務等を選別するとと
もに、播磨町の組織に適した定員管理に
努めた。

3

町が実施すべき事務と外部委託や非正規
職員で対応可能な事務等を選別するとと
もに、国の定年制延長等を注視しなが
ら、職員の採用を行い、播磨町の組織に
適した定員管理に努めた。
今後は平成32年4月の改正地公法等の施行
を見据え、より一層事務の簡素化を推進
するとともに、職務の棚卸と正規職員・
非正規職員・外部委託等適切な担い手を
検討する。

3

人事評価制度については、平成27年度の
試行結果を踏まえ、平成28年度より人事
評価制度の本格運用を行っており、平成
29年度からはより公正・適切な評価を期
するため、調整者による調整会議を行っ
た。
また、長時間労働の削減に向け、業務の
見える化を推進し、四半期毎にモニタリ
ングと評価を行った。
この取組では、グループ・チームにおけ
る事務分掌の見直しと相互支援、書類や
データの体系的な整理、時間外勤務発生
時における上司と部下のコミュニケー
ションを促す等を行う。
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